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総社市民間小規模保育事業Ａ型 設置運営事業者募集要項 
 

１ 募集の趣旨 

 本市では，保育の提供量確保のため，認可保育所及び家庭的保育事業の実施に取り組ん

できました。しかし，依然保育ニーズは高く，待機児童が発生している状況であるととも

に，人口集中地域では希望園に入ることも難しい状況です。また，今後見込まれる保育需

要の増加に対応するため，保育施設における支援体制整備の必要性はさらに高まっていま

す。 

 この度，高まる保育ニーズや支援を必要とする子どもに対応する保育の受け皿の拡充を

図るとともに，本市の未来を担う子ども達に，適切な教育・保育環境を提供するため，民

間活力を活用した新たな小規模保育事業Ａ型を整備することとしましたので，本市で設置

運営を希望する事業者を募集します。 

 なお，施設整備に関して，本市や国の交付要件を満たす場合に，国の就学前教育・保育

施設整備交付金による補助金の交付を予定しています。ただし，事業選定に伴い，交付を

確約するものではありません。 
 

２ 募集内容 

（１）事 業 内 容 事業申請者が総社市内に確保した土地と建物（自己所有又は賃借）

で小規模保育事業Ａ型を設置運営するもの 

(２) 施設・か所数 小規模保育事業Ａ型 ２施設 

（３）区    域 総社西中学校区又は総社東中学校区 

 ※対象となる住所地は別添を確認してください 

(４) 事 業 規 模（１施設あたり） 

対  象：０歳児～２歳児 

定  員：１９名 

（５）開 所 時 期 令和８年４月１日までに開所 

（６）選 定 方 法 公募型プロポーザル方式 
 

３ 申請資格及び条件 

 申請資格及び条件は，関係各法を遵守するとともに，総社市教育委員会の教育・保育行

政をよく理解する小規模保育事業を行うための必要な知識を有する法人で，次の（１）～

（１０）の条件に該当する者とします。 

（１） 運営主体 

  令和７年４月１日時点で，岡山県内に法人本部を有する社会福祉法人，日本赤十字社，

公益社団法人又は公益財団法人等であって，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第３５条第５項各号に掲げる基準を満たす法人格を有する者とします。 
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（２）運営実績 

  令和７年４月１日時点で，岡山県内で認可保育所，認定こども園，小規模保育事業，

事業所内保育事業，認可外保育所，障害児通所支援事業のいずれかを３年以上運営して

おり，過去２年間に実施された監査（障害児通所支援事業においては過去２回の運営指

導）において，重大な文書指摘を受けていないこと。ただし，受けていた場合でも適正

な改善報告がなされている場合は，指摘を受けていない場合と同様の扱いとします。 
 

（３）財務内容 

小規模保育事業を行うための安定的な財源が確保されていること。また，事業を行う

に当たり，使用する建物及び土地が賃借の場合は，１年間の賃借料に相当する額と，事

業の年間事業費の１２分の２以上に相当する額の合計額の資金を，普通貯金，当座貯金

等により有していること。 

 

（４）欠格事由 

  事業申請者又はその役員等が次のいずれの事項にも該当しないこととします。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

に規定する暴力団又は暴力団員等及びそれらと社会的に非難される関係を有して

いる者 

③ 国税，都道府県税，市町村税を滞納している者 

④ 破産法（平成１６年法律第７５号），民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を受けている者又は受けようとし

ている者 

⑤ その他，総社市教育委員会が特別な理由で不適格と判断する者 

 

（５）施設の条件 

① 事業申請者自らが所有又は賃借する物件において運営を行うこと。 

② 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準，家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準の運営上の取扱いについて（平成２６年９月５日雇児発０９０５第２

号），その他の関係法令を遵守すること。 

③ 総社市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年総社市条例第２８号）を遵守し，特定教育・保育施設としての確認

を受けること。 

④ 施設の場所は，総社西中学校区又は総社東中学校区内とし，既存の保育施設所在地

等を勘案した場所とすること。 
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⑤ 賃貸物件で事業を実施する場合は，次のすべてを満たすこと。 

   ア 貸与を受けている建物又は土地については，地上権又は賃借権を設定し，かつ

これを登記すること。ただし，賃貸借期間が賃貸借契約において１０年以上とさ

れている場合を除く。 

   イ 賃借料が，地域の水準に照らして適正な価格以下であること。 

   ウ 安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。 

⑥ 既存建物を活用する場合は，次のすべてを満たすこと。 

ア 既存建物において本事業が実施可能であることを確認しておくこと。 

イ 建築検査済証の交付が確認できること（建築検査済証を紛失している場合は，

建築確認台帳記載事項証明書でも代用可能）。検査済証の交付が確認できない場

合においては，「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建

築基準法適合状況調査のためのガイドライン」（平成２６年７月２日付国住指第

１１３７号）に基づく調査報告書の提出があり，当該建物が建築・増改築時にお

いて建築基準法に適合していたものであることが客観的に判断できること。 

ウ 建築基準法における耐震基準（昭和５６年６月１日施行）により建築された建

物であること。それ以前に建築された建物にあっては「建築物の耐震診断及び耐

震改修の促進を図るための基本的な方針」（平成１８年国土交通省告示第１８４

号）に規定する方法により行った耐震診断により，耐震上問題がないことが確認

された建物であること。 

⑦ 施設敷地内に屋外遊戯場を設置すること。ただし，敷地内に屋外遊戯場を確保する

ことが困難な場合は，付近（おおよそ 300ｍ以内）にそれに代わるべき公園をもっ

て，これに代えることができる。 

⑧ 施設の場所は，近隣住民の理解を得られる場所であること。 

⑨ 給食は自園調理を原則とし，アレルギー対応等一人ひとりの状況に応じた対応をす

ること。なお，連携施設又は近接した同一・関連法人が運営する社会福祉施設等か

ら給食を搬入することは可能とする。 

 

（６）運営の条件 

① 事業申請者自らが小規模保育事業を運営すること。 

② 総社市教育委員会，保護者及び市内保育所，幼稚園，認定こども園，障害児通所支

援施設等と連携を図るとともに，地域に根ざした運営に努めること。 

③ 実務を担当する幹部職員が，保育所等（保育所，認定こども園，小規模保育事業）

において２年以上勤務した経験を有していること，若しくはこれと同等の能力を有

すると認められる者，又は経営担当役員に社会福祉事業についての知識経験を有す

る者を含むこと。 
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④ 開所時間及び休所日 

開所時間 月曜日から土曜日 午前７時～午後６時 

延長保育 月曜日から金曜日 午後６時～午後７時 

休 所 日 日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

 

（７）連携施設の条件 

 総社市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第７条第１項

の規定による連携施設から受ける支援の内容は，次のとおりとする。なお，連携施設

は複数施設を設定することができ，民間保育所との連携を基本とする。 

① 利用乳幼児に集団保育を体験させる機会の設定，保育の適切な提供に必要な家庭的

保育事業者に対する相談，助言，その他保育内容に関する支援 

② 必要に応じた代替保育の提供 

③ 保育の提供終了（卒園）に際して，保護者の希望に基づき，引き続き連携施設にお

いて受け入れ，教育又は保育の提供 
 

（８）職員の条件 

① 小規模保育事業Ａ型の運営に当たっては，管理者（施設長），保育士の他，必要な職

員を配置すること。 

② 管理者は，健全な心身を有し，児童福祉事業に熱意があり，認可保育所，認定こど

も園，小規模保育事業所Ａ型において実務経験を有する専従の者であって，「特定教

育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項

について（平成２７年３月３１日府政共生第３５０号・２６文科初第１４６４号・

雇児発０３３１第９号）」の施設長の基準に該当する者を必ず設置すること。 

③ 管理者は，保護者及び地域住民との信頼関係の形成や施設運営の安定を図るため，

開所後３年間は法人都合により管理者を変更しないこと。やむを得ず変更する必要

がある場合は，予め総社市教育委員会の同意を得ること。 

④ その他，総社市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を遵守

すること。 

 

（９）保育の条件 

① 保育内容については，「保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号）」

を基本とし，保育計画・指導計画を作成のうえ，その計画に沿って実施すること。 

② 乳児保育及び１１時間開所後，１時間以上の延長保育を実施すること。 

③ 総社市の子育て支援施策及び総社市教育委員会の教育・保育施策を理解し積極的に

協力するとともに，関係法令等を遵守すること。 
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④ 様々な環境の中で，子どもが安心して生活できる保育を提供すること。 

⑤ 遊びや食育などを通じて直接体験を盛り込んだ保育を提供すること。 

⑥ 特別な配慮や支援を必要とする児童の受け入れ，保育の提供に積極的に対応するこ

と。 

⑦ 給食については，管理栄養士又は栄養士が作成する献立に基づき実施すること。 

⑧ 各種研修に積極的に参加するほか，独自の職員研修を行うなど，職員の資質向上に

取り組むこと。 

⑨ 総社市教育委員会が要求する事業内容に関する報告及び立ち入り調査等に協力す

ること。 

 
（１０） その他条件 

① 保護者会の設置を妨げないこと。 

② 保護者へ費用負担を求める場合は，総社市教育委員会と協議のうえ承認を得るとと

もに保護者の理解を得ること。 

③ 施設利用料等上乗せ徴収は認めません。 

④ 保護者会の会費の額は，保護者に委ねること。 

⑤ 事業申請者は，総社市環境基本条例に基づき，省資源，省エネルギーの推進，廃棄

物の排出抑制やグリーン購入等について積極的な取組を行うこと。 

 

４ 施設改修及び運営に係る経費 

（１） 施設改修費 

① 当該事業について，保育対策総合支援事業費補助金（保育所等改修費等支援事業）

に採択された場合は，小規模保育事業の設置運営法人として決定した事業者に，市

の予算の範囲内で補助金を交付します。 

② 当該補助金の対象となるのは，賃貸物件等を活用し，新たに小規模保育事業を設置

するために必要な改修費等に係る経費とします。 

※施設整備を目的とする事業（土地や建物の買収費，土地の整地費等），既存施設の老朽化

等に伴う改修，修繕は対象外とする。 

 

（２）運営経費 

① 施設型給付費については，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６

８条第１項の規定に基づく「子どものための教育・保育給付費国庫負担金」の基準

に基づき，総社市教育委員会が交付します。なお，施設整備又は賃借に係る経費は

加算分として施設型給付費で交付します。 

② 通常保育以外の延長保育事業については，総社市教育委員会が別途交付します。 
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５ 申請方法等 

（１）募集要項等の配布 

  配布期間：令和７年４月１８日（金）～６月２７日（金） 

  配布場所：総社市ホームページに掲載します。必要な書類及び様式をダウンロードし

て使用してください。 

 

（２）設置運営事業者説明会 

  開 催 日：令和７年４月２８日（月）午後１時３０分から（約１時間） 

  方  法：ＷＥＢによる説明会 

申 込 み：下記専用サイトより申し込みください。 

Ｕ Ｒ Ｌ：https://logoform.jp/f/lAvqF 

申込期間：令和７年４月１８日（金）午前９時～４月２４日（木）午後５時まで 

注意事項：申込期間終了後，確認用返信メールにて，説明会用ＩＤ等をお知らせしま

す。説明会への参加は今回の申請をするうえでの必須要件ではありません。 

 

（３）質問の受付 

質問方法：下記専用サイトより問い合わせしてください。  

Ｕ Ｒ Ｌ：https://logoform.jp/f/Kl2jf 

受付期間：令和７年４月２８日（月）午後４時～５月９日（金）午後５時まで 

回  答：令和７年５月１４日（水）に，総社市ホームページに掲載します。 

 

（４）申請方法 

別紙様式集に定める書類に必要事項を記入し，総社市教育委員会こども夢づくり課

へ持参してください。 
 

  受付期間：令和７年６月２３日（月）～６月２７日（金） 

        午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く） 

  受付場所：総社市役所 １階 こども夢づくり課（７番窓口） 

総社市中央一丁目１番１号 

電話 （０８６６）９２-８２６５ 

申請書類：申請関係書類一覧（様式第２号）に掲げる書類を，以下の事項に留意して

作成し，受付場所に持参してください。郵送，メールでの提出は受け付け

ません。 

① １事業申請者が申請できる施設数は，別に募集する民間認可保育所

と合わせて２施設までとします。 
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② 提出部数（正本１部，副本１０部）を提出してください。 

③ 申請書類はＡ４サイズ両面印刷を基本とし，「申請関係書類一覧」

の項目番号順にインデックスを貼り，製本してください。 

④ 申請書類には一部枚数の指定があります。「申請関係書類一覧」をご

確認ください。 

⑤ 正本と副本が区別できるようにしてください。 

⑥ 総社市民間小規模保育事業Ａ型募集申請書（様式第１号），履歴事

項全部証明書，印鑑証明書，納税証明書，誓約書（様式第４号）は

原本を正本に添付し，副本にはコピーを添付してください。 

⑦ 総社市教育委員会の内容点検により，記載内容が十分に確認できな

い場合等は，資料の追加や差し替えをお願いすることがあります。 

⑧ 受付期間以外での受け付けはしません。 

⑨ 提出書類等は返却しません。 

⑩ 申請のために生じる一切の費用は，申請者の負担とします。 

 

（５）申請の辞退 

申請書類を提出した後に辞退する場合には，申請辞退届（様式第１４号）により７

月１日（火）までに，こども夢づくり課に申し出てください。 

 

（６）失格 

本件業務に従事する総社市教育委員会職員及び総社市民間認可保育所等設置運営事

業者選定委員会（以下，「選定委員会」という。）委員に対し，本件申請についての

接触は禁止とします。接触の事実が認められた場合は，失格になることがあります。

また，申請書類に虚偽の記載があった場合，この要項に違反又は著しく逸脱した場

合，その他不正行為があった場合，申請書類提出以降に申請資格及び条件を満たさな

くなった場合も失格とします。 
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６ 主なスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月  日 内  容 

令和７年４月１８日（金） 募集要項 配布開始 

    ４月２８日（月） 設置運営事業者説明会 

    ６月２３日（月）～ 

    ６月２７日（金） 
募集申請書 受付 

    ７月上旬 事業申請者運営施設見学 ※必要に応じて実施 

    ７月中旬 書類審査・プレゼンテーション審査 

    ７月下旬 選定結果通知 

 

７ 選定方法 

（１）選定基準，選定方法について 

選定委員会において，選定基準（別紙）に基づき，申請書類，運営施設見学及び

プレゼンテーション審査を実施し，総合的に審査します。選定委員会の審査結果等

を勘案し，総社市教育委員会が事業候補者を決定します。 

要件を満たしていない場合や，いずれかの選定項目で，重大な問題点があると評

価した場合，他の選定項目の点数に関わらず，事業候補者として選定しないことが

あります。 
 

（２） 事業申請者運営施設見学 

必要に応じて，事業申請者が運営する保育所等の施設見学を実施します。日程等

は，別途連絡しますので，施設概要や日々の保育内容について，見学と合わせて説

明していただきます。 

募
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（３） プレゼンテーション審査 

プレゼンテーション審査は，申請内容の概要説明や申請書類では伝えきれなかっ

た内容について説明いただいたのち，選定委員会委員の質問に回答していただきま

す。  

  開 催 日：令和７年７月中旬 

詳細については，後日事業申請者に通知します。 

  時  間：１法人４５分程度（プレゼンテーション１５分，質疑応答３０分） 

  出 席 者：会場への入室は１法人あたり３名までとし，説明に当たっては，法人

の方針説明ができる方，事業の方針説明ができる方を含む人員で，ご

出席ください。 

    説明内容：以下の内容を含めた形式で，説明をお願いします。 

① 法人概要，保育実績 

② 新設小規模保育事業の施設概要（施設内容，設置場所等） 

③ 新設小規模保育事業の保育理念，方針，目標等 

④ 新設小規模保育事業の保育内容，保育サービス等 

⑤ 新設小規模保育事業の職員配置と確保方策等 

  資  料：プレゼンテーションはパソコンを使用した説明とし，プロジェクター

に投影して説明するものとします。プレゼンテーション用の資料は別

途作成できるものとしますが，提出書類は申請書類のみとし，追加提

案資料の配布は認めません。 

  選定結果：選定結果を事業申請者に文書で通知するとともに，総社市ホームペー

ジを通じて公表します。なお，審査内容や選定結果に対する問い合わ

せには一切応じません。 
 

（４） その他留意事項 

・提出された書類等は情報公開の対象となり，請求により開示する場合がありますの

でご承知おきください。 

・事業申請者及びその関係者，コンサルタント等から担当者等に対して自らの申請書

類・計画内容の優劣等を質問するなどの個別相談，審査内容に係る問い合わせは，審

査の公平性を期すため，審査の事前・事後とも受け付けません。また，事業申請者以

外の者からの当該計画の問い合わせには応じません。 

・本件は事業候補者を決定するものであり，総社市の補助金を見込んだ施設改修を行

う計画が選定された場合でも，補助金の交付は予算に係る議決をもって正式決定と

なるため，当該補助金の交付を約束するものではありません。補助金の交付には別途

手続きが必要ですので総社市教育委員会の指導に従ってください。 
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・事業候補者として決定された後の申請計画の変更は，原則として認めませんが，サー

ビスの向上につながるものや施設の実施設計に伴う軽微な変更等やむを得ないもの

で，審査の評価に影響を与えないもののみ，総社市教育委員会と協議のうえ，認める

場合があります。 

・事業候補者において，募集申請書に記載された事項に虚偽事項若しくは重大な違背

行為があると認めるとき，又はその他の事情により適切な保育事業の実施が困難と

認めるときは，本選考による決定を取り消すことがあります。またこの場合，事業申

請者が既に要した費用の弁済を総社市教育委員会へ求めることはできないものとし

ます。 

・事業候補者は，自己の責任において，地域住民や関係機関との交流，連携，調整を十

分に行ってください。計画の実行に支障があると認められる場合は，決定を取り消す

ことがあります。 

・事業候補者は，募集要項に記載した諸条件を遵守するほか，小規模保育事業の運営に

当たっては，関係法令を遵守し，総社市教育委員会の指導に従ってください。事業候

補者決定後であっても，法令の規制等により事業計画の実現が見込まれないなど，運

営が困難と総社市教育委員会が判断した場合には事業候補者としての決定を取り消

すことがあります。 

・事業候補者決定後の施設整備・認可等に係る諸手続きは，決定事業者で行っていただ

きます。 

 

８ 問い合わせ先 

総社市教育委員会 教育部こども夢づくり課 

住   所 〒７１９-１１９２ 岡山県総社市中央一丁目１番１号 

Ｔ Ｅ Ｌ ０８６６-９２-８２６５ ／ＦＡＸ ０８６６-９２-８３９７ 

電子メール ed-kodomo@city.soja.okayama.jp 

総社市ＨＰ https://www.city.soja.okayama.jp 
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別添１ 中学校区域 

 住所地（大字） 

総
社
西
中
学
校
区 

駅前一丁目，駅前二丁目，中央一丁目，中央二丁目，中央三丁目 

中央五丁目，中央六丁目，総社一丁目，総社二丁目，駅南一丁目 

駅南二丁目，総社，小寺，門田，井尻野，溝口，真壁，中原，三輪 

槇谷，見延，宍粟，清音古地，清音上中島，清音柿木，清音軽部 

清音三因 

総
社
東
中
学
校
区 

中央三丁目，中央四丁目，中央五丁目，総社一丁目，総社二丁目 

総社三丁目，総社，井手，刑部，福井，泉，小寺，溝口，真壁 

三須，上林，下林，赤浜，金井戸，南溝手，北溝手，窪木，長良 

東阿曽，西阿曽，奥坂，久米，黒尾，西郡，地頭片山，岡谷 

西坂台，宿 

   


